
 

 

 

令和５年(2023 年)４月１日付け組織改正について（通知） 

 

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 基本方針 

本市の組織体制については、総合計画の基本計画を実現する組織体制を整備しており、

令和５年(2023 年度)は、行財政経営の取組を強化し、効率的な執行体制とするため、組

織改正を行います。 

 

２ 概要 

令和５年(2023 年)４月１日の市長部局の部室課の数は、9 部 24 室 59 課です。 

 

３ 具体的な改正内容 

(１) 都市安全部北部整備課を産業文化部北部振興企画課に統合し、関連業務を関係課

へ移管します。 

(２) 救急救助課の課名を「救急課」へ、情報管制課の課名を「指令課」へそれぞれ変

更します。 

(３) 消防本部総務課及び予防課を統括する「消防保安室」、警防課及び救急課を統括す

る「部隊管理室」、指令課を統括する「通信指令室」の３室を設置します。 

(４) 西消防署及び東消防署の「警防統括課」を「消防第１課」「消防第２課」に変更し

ます。 

 


